
析 。検証については、財務会計上の行為に該当しないため、法第 242条 に規定

される住民監査請求の対象には当たらない。

以上のことから本件請求は、法第 242条 に定める所定の要件を満たしておら

ず、住民監査請求の対象とならないと判断する。

なお、監査請求書に議員に関する記載があったが、議員については住民監査

請求の対象外であることを申し添える。


